
自動車運転者の労働時間等の改善について

関労働基準監督署



１．時間外労働の上限規制

２．改善基準告示 Q＆Ａ

３．荷待ち時間の改善事例



▸ 時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間

未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度

▸ 自動車運転の業務、建設事業、医師等は適用猶予・除外業務（事業）とされ、改正法施行後５年間（令和６年３月まで）は

上記一般則の適用はない。

▸ 自動車運転業務従事者の上限時間（臨時的な特別な事情の場合）は年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き

検討する旨を附則に規定。

▸ 自動車運転業務従事者への上限規制の適用とあわせて改善基準告示についても見直す必要がある。

時間外労働の上限規制について
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法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

・年720時間

・単月100時間未満
（休日労働含む）

・複数月平均80時間
（休日労働含む）

・法律による上限（原
則）を超えられるの
は年６か月まで

・年960時間
のみ

１年間 ＝ １２か月

一般労働者

自動車運転者

法改正前 法改正後 法律による上限
（例外）

限度時間
（告示）
月４５時間
年３６０時間

など 特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間 ＝ １２か月

法定労働時間
１日８時間
週４０時間



▸ 自動車運転者については、令和６年４月以降、年９６０時間の上限規制の適用を受ける。

▸ 一方、一般労働者に適用される、４５時間超えの上限回数（６か月まで）、単月上限（１００時間未満）、複数月平均上限

（８０時間以内）については適用がない。

→ ただし、この場合であっても、改善基準告示に定める拘束時間を遵守する必要がある。

適用猶予業種における時間外労働の上限規制
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【令和６年４月～】【現在】

一般
労働者

自動車
運転の
業務

建設
事業

医師

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

月

限度時間
（原則）

４５ － － － ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり

－ － －
適用
あり

－

単月上限
(※) １００ － － － － －

複数月
平均上限
(※)

８０ － － － － －

年

限度時間
（原則）

３６０ － － － ３６０ －

上限 ７２０ － － － ７２０ －

一般
労働者

自動車
運転の
業務

建設
事業

医師

鹿児島
県及び
沖縄県
におけ
る砂糖
製造業

新技
術・新
商品等
の研究
開発業
務

月

限度時間
（原則）

４５ ４５ ４５ ４５ ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり

－
適用
あり

－
適用
あり

－

単月上限
(※) １００ － １００

(注1)
１００
(注２) １００ －

複数月
平均上限
(※)

８０ － ８０
(注1) － ８０ －

年

限度時間
（原則）

３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ －

上限 ７２０ ９６０ ７２０
９６０
(※)(注３)

１,８６０
(※)(注４)

７２０ －

※ 休日労働も含む。
注１： 災害の復旧・復興の事業は、単月上限１００時間・複数月平均上限８０時間の規制は適用されない。
注２： 時間外・休日労働が月１００時間以上となることが見込まれる者は、３６協定に面接指導を行うこと等を定めることが必要。
注３： 医業に従事する一般の医師にかかる基準（Ａ水準）。休日労働を含む。
注４： Ｂ水準、連携Ｂ水準、Ｃ水準の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師にかかる基準。休日労働を含む。

面接指導、労働時間が特に長時間である場合の労働時間短縮措置、勤務間インターバルの確保等を３６協定に定めることが必要。



時間外労働及び休日労働に関する協定届の届出までの流れ
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時間外労働及び休日労働に関する協定届 (限度時間を超えない場合)
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時間外労働及び休日労働に関する協定届 (限度時間を超える場合)
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１．時間外労働の上限規制

２．改善基準告示 Q＆Ａ

３．荷待ち時間の改善事例



Ｑ＆Ａ

22

Ｑ

例えば、出勤予定の自動車運転者Ａが欠勤し、運行管理

者Ｂが代わりに運転をする場合、運行管理者Ｂに改善基

準告示は適用されますか。

自動車運転者Ａの欠勤のため、運行管理者Ｂが代わりに運転
をする場合であって、Ｂが当該業務に従事する時間が年間総
労働時間の半分を超えることが見込まれないときは、Ｂは
「自動車の運転の業務に主として従事する」者には該当しま
せん。

Ａ

Ｑ

Ｑ

当社では、毎年、１月１日～12 月31 日を有効期間とし
て拘束時間等延長の労使協定を締結し、実拘束時間につ
いても同じ期間で計算していますが、
①今回の改善基準告示の改正を踏まえ、令和６年４月
１日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょ
うか。
②また、実拘束時間はどの時点から、新告示が適用さ
れるのでしょうか。１年間の拘束時間は按分して計算す
るのでしょうか。

令和６年３月31 日以前に締結した労使協定で拘束時間等を
延長している場合で、当該協定の有効期間の終期が令和６年
４月１日以後であるときは、同日開始の協定を締結し直す必
要はなく、同日以後に新たに定める協定から、新告示に対応
していただくことになります。例えば、令和５年10 月１日
～令和６年９月30 日など、令和６年４月１日をまたぐ労使
協定を締結している場合は、令和６年10 月１日以降の協定
について、新告示に対応していただくことになります。

Ａ

Ａ

「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる
時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限
られますので、代行者のトラック運転者Ｂが対応する時間は
「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。

例えば、トラック運転者Ａが運転する車両が予期せず故
障し、代わりにトラック運転者Ｂが急きょ、別の車両で
事故現場に駆けつけ、運行する場合、トラック運転者Ｂ
の運転時間を予期し得ない事象への対応時間として除く
ことはできますか。



１．時間外労働の上限規制

２．改善基準告示 Q＆Ａ

３．荷待ち時間の改善事例



外部倉庫と情報システムの活用

発 荷 主：金属製品製造業
元請運送事業者：一般貨物自動車運送事業
実運送事業者 ：一般貨物自動車運送事業
荷 種：金属製品

実施者等 課題

①発荷主（工場）側では、工場内
の在庫水準が0.5日分程度、受
注の半数が受注生産のため、当
日の出荷貨物の積込時間が確定
出来ず、待機時間が発生。

②出荷場が狭く、運送事業者は、
工場敷地内で待機し、自分の順
番を待たざるを得なかった。

集荷時間が分からない！

改善前



外部倉庫と情報システムの活用

改善後

①発荷主が外部倉庫の活用を前提とした生産計画の組み換えを実施。
定番品→前倒しで生産→外部倉庫へ保管

②元請事業者が入退場・進捗管理システムを導入し、集荷貨物の状態
を実運送事業者が把握。

③実運送事業者がシステムを活用し、運転手の出勤を調整し、待機無
く工場内に入構。

取組事項



外部倉庫と情報システムの活用

①滞留時間（入構から出構まで） ②出勤から入構までの時間
改善前：平均２時間46分 改善前：平均２時間以上
改善後：平均２時間20分 26分の短縮 改善後：平均30分以内 90分の短縮

効果

荷主・運送事業者のメリット

発荷主・・・・・・ 出荷スペース狭隘を原因とした生産遅れが解消

元請運送事業者・・ 運送事業者からの問い合わせ対応業務が削減

実運送事業者・・・ 先の見えない待機時間を休憩時間に振り替え



毎日これではストレスが・・・

予約受付システムの導入

改善前

発荷主：食品製造業
着荷主：流通センター
荷 種：穀物食品

実施者等 課題

流通センターへの納品では到着
順の受付が基本ルールのため、
順番を取るためにドライバーが
必要以上に早く到着する傾向に
あり、待機時間が発生する。

流通セン
ター



予約受付システムの導入

改善後

受付予約システムを導入し、着床時間を事前に予約した上で運行
を実施した。

取組事項

待機時間
改善前：４時間
改善後： 53分 ３時間７分の短縮

効果



受注締切後の13:00から配車
大急ぎで積込み・配車調整

受注状況の共有化

改善前

発 荷 主：日用品製造業
着 荷 主：卸売業
運送事業者：一般貨物自動車運送事業
荷 種：日用品

実施者等 課題

①発荷主側
受注の締切時間が13時であり、
その後配車指示をするため、待
機時間が発生する。

②着荷主側
繁忙期（12月・３月）に待機時
間が発生する。

③着荷主側
受付開始後、受付順にバース接
車が許可されるため、早朝時間
帯に車両が集中し、待機時間が
発生する。



受注状況の共有化

改善後

①受注締切時間前（9:45及び11:05）に確定前の受注情報を運送業
者と共有化した。

②運送事業者に配車調整を行う時間が確保され、最適な時間に入門
し、待機時間が削減された。

取組事項

待機時間
改善前：30分～120分
改善後：概ね０分 30分～120分の短縮

効果



出荷台数の抑制により入荷量を平準化

改善前

発荷主：紙製品製造業
着荷主：卸売業
荷 種：家庭紙

実施者等 課題

①着荷主側での荷役スペースが狭
隘であるため、最大でも３台同
時にしか荷卸しが出来ない。

②発荷主側での生産計画をベース
に貨物が搬入されるため、着荷
主側の在庫やキャパシティを超
えて荷繰りが煩雑となり、荷の
処理に時間がかかり待機時間が
発生。

荷物の卸し先が・・・
在庫のこと考えているのか？

１時間×３台

２時間×３台

３時間×１台

延べ12時間分の待機



出荷台数の抑制により入荷量を平準化

改善後

①着荷主側における荷の処理及び保管処理能力について発荷主に説明
し、理解を得た。

②着荷主側の処理能力を考慮して発荷主側の出荷台数を１日10台以上
から６台程度に抑制して入荷量を平準化し、待機時間が削減された。

取組事項

１時間×３台 １日当たりの延べ待機時間
改善後
改善前 約４割の削減

効果

⇒0.6

延べ３時間分の待機



土日の生産分を月曜日に倉庫へ
月曜日に待機時間が発生

在庫管理の見直し

改善前

発荷主：紙製品製造業
着荷主：紙製品製造業
荷 種：紙製品、古紙

実施者等 課題

①発荷主（工場）側では、土日に
生産した製品の倉庫入れが月曜
日の14時頃までかかる。

②月曜日の出荷積込は午後からと
なるため、待機時間が発生する。

③月曜日は１日の拘束時間が16時
間を超過。



在庫管理の見直し

改善後

①積込時の待機時間
改善前：平均２時間20分
改善後：平均１時間37分 43分の短縮

②１日の拘束時間
改善前：平均15時間23分
改善後：平均12時間25分 2時間58分の短縮

効果

①月曜日以外の横持ち台数を増やし、月曜日の横待ち台数を減らした。

②上記①により、週末に向けて工場内の在庫数が削減され、土日の生
産分を置いても出荷スペースが確保出来るようになった。

取組事項



着荷主側の検品作業
検品時に日付確認

QRコードによる検品時間の短縮

改善前

発荷主：食品製造業
着荷主：卸売業
荷 種：菓子食品

実施者等 課題

①発荷主から着荷主への納品業務
では、送り状、受領書、荷札等
の紙伝票が用いられている。

②着荷主側で検品作業が発生する
ため、ドライバーの荷卸し時間
が長くなる。

③後続車両に待機時間が発生する。



QRコードによる検品時間の短縮

改善後

①荷卸し＋検品時間（800箱）
改善前→改善後 最大で4０分の短縮

②紙伝票のコスト
改善前→改善後 持ち回り・保管のコスト削減

③外国人ドライバー
改善前→改善後 文字認識の問題が解決

効果

①発荷に商品コード、日付、製造ラインを示すQRコードを貼付。

②検品時に配送箱数をスキャンし、日付を手入力（改善前）から
QRコードの読み取りに変更した。

取組事項



時間はかかるけれど・・・
安全第一！

ボックスパレットの活用

改善前

課題

①貨物と天井の間の空間が大きい
ため、積載効率が低い。

②荷崩れに注意するため養生作業
を実施する等、作業時間が長く
なる。

発荷主：建設建材製造業
着荷主：在庫型倉庫
荷 種：建設建材

実施者等



ボックスパレットの活用

改善後

①積載効率の向上等を可能とするボックスパレットを開発。

②貨物と天井の間の空間が小さくなり、積載効率が高くなった。

③荷崩れのリスクが少なくなり、効率的な積み込み作業が大幅に短縮。

取組事項

効果

平均待機時間及び積込時間
改善前：約100分
改善後：約55分 45分の短縮

折り畳みして保管ボックスパレット


